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【手続補正書】
【提出日】平成26年1月23日(2014.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重量平均分子量が０．６ＭＤａ～３．６ＭＤａであるヒアルロン酸の水溶液であって、
該ヒアルロン酸の濃度が０．０４質量％～０．８質量％である水溶液を提供すること、こ
こで、前記水溶液は高塩濃度ヒアルロン酸溶液を提供するようにイオン強度が２質量％～
３０質量％の塩化ナトリウムの水性濃度と等価である、
　前記高塩濃度ヒアルロン酸水溶液を、少なくとも１時間で６日間以下の間、４０℃～８
０℃の温度に維持すること、及び、
　加熱された高塩濃度ヒアルロン酸溶液を除菌フィルタ媒体をとおしてろ過すること、こ
こで、前記フィルタ媒体は平均孔サイズが０．２５μｍ以下であり、除菌された高塩濃度
ヒアルロン酸溶液を提供する、
を含む、溶液の無菌化方法。
【請求項２】
　前記ヒアルロン酸は重量平均分子量が０．８ＭＤａ～２．２ＭＤａである、請求項１記
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載の方法。
【請求項３】
　前記ヒアルロン酸の濃度は０．１質量％～０．５質量％である、請求項１又は２記載の
方法。
【請求項４】
　前記高塩濃度ヒアルロン酸溶液を提供する工程は適切な乾燥質量の塩とヒアルロン酸と
を合わせそして混合して、前記塩とヒアルロン酸とのドライブレンドを形成し、そして該
ドライブレンドを適量の精製水に添加することを含む、請求項１～３のいずれか１項記載
の方法。
【請求項５】
　前記精製水は４０℃～７０℃の温度に予熱されている、請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記高塩濃度ヒアルロン酸水溶液を水性高塩濃度に維持する工程は少なくとも１時間で
１２時間以下の間、５０℃～６５℃の温度に維持することを含む、請求項１～５のいずれ
か１項記載の方法。
【請求項７】
　除菌された高塩濃度ヒアルロン酸溶液を、バッファー成分を含む水溶液と混合し、ｐＨ
を６．４～７．２に調節することをさらに含み、そしてその２つの水溶液を混合すること
により、除菌された高塩濃度ヒアルロン酸溶液は少なくとも１０倍に希釈される、請求項
１～６のいずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　前記バッファー成分はホウ酸及びホウ酸ナトリウムを含む、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　除菌された高塩濃度ヒアルロン酸溶液はｐＨが６．４～７．２である、請求項１～８の
いずれか１項記載の方法。
【請求項１０】
　除菌された高塩濃度ヒアルロン酸溶液はヒアルロン酸の濃度が０．１５質量％～０．６
質量％であり、そして塩化ナトリウムが４質量％～１６質量％である、請求項１～９のい
ずれか１項記載の方法。
【請求項１１】
　前記除菌フィルタ媒体はポリフッ化ビニリデンフィルタ媒体カートリッジである、請求
項１～１０のいずれか１項記載の方法。
【請求項１２】
　除菌された高塩濃度ヒアルロン酸溶液を、ホウ酸、ホウ酸ナトリウム、リン酸二水素ナ
トリウムからなる群より選ばれるバッファー成分を含む水溶液と混合し、ｐＨを６．４～
７．２に調節することをさらに含み、そしてその２つの水溶液を混合することにより、除
菌された高塩濃度ヒアルロン酸溶液は少なくとも５倍に希釈される、請求項１～６のいず
れか１項記載の方法。
【請求項１３】
　混合された水溶液は防腐有効量で安定化塩素をさらに含む、請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　混合された水溶液は０．５ｐｐｍ～２．０ｐｐｍで存在するポリ（ヘキサメチレンビグ
アニド）、又は、０．５ｐｐｍ～３ｐｐｍで存在するα－[４－トリス（２－ヒドロキシ
エチル）－アンモニウムクロリド－２－ブテニル]ポリ[１－ジメチルアンモニウムクロリ
ド－２－ブテニル]－ω－トリス（２－ヒドロキシエチル）アンモニウムクロリドをさら
に含む、請求項１２又は１３記載の方法。
【請求項１５】
　重量平均分子量が０．６ＭＤａ～３．６ＭＤａであるヒアルロン酸を０．０４質量％～
０．８質量％の量で含み、ホウ酸、ホウ酸ナトリウム、リン酸二水素ナトリウムからなる
群より選ばれるバッファー成分を含み、イオン強度が４質量％～１８質量％の塩化ナトリ
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ウムである塩化ナトリウム水性濃度と等価であり、ｐＨが６．４～７．２であり、かつ、
フィルタ除菌されている、無菌化水溶液。
【請求項１６】
　０．１質量％～０．４質量％のヒアルロン酸を含み、そして８質量％～１６質量％の塩
化ナトリウムを含む、請求項１５記載の水溶液。
【請求項１７】
　前記ヒアルロン酸は重量平均分子量が０．８ＭＤａ～２．２ＭＤａである、請求項１５
又は１６記載の水溶液。
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